「井原市健康づくり推進協議会委員」公募要領
　（要旨）
第１条　この要領は、井原市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という）における委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。
　（公募委員の数）
第２条　公募委員の数は、３人とする。
　（公募対象）
第３条　公募委員の対象者は、本市に居住し、かつ住所を有している満１８歳以上で健康づくりや食育に関心のある者とする。
　（公募委員の申込み）
第４条　公募委員の申込みは、「井原市健康づくり推進協議会委員」応募用紙を、健康医療課長に提出するものとする。
　（公募の告知）
第５条　委員の公募は、報道機関に発表するほか、「広報いばら」６月号等に掲載して行うものとする。
　（公募の期限）
第６条　公募の期限は、令和８年７月２７日（月）までとする。
　（任期）
第７条　委員の任期は、令和８年９月１９日から令和１０年９月１８日までとし、市長が委嘱するものとする。
　（開催及び報酬）
第８条　委員会は、年２回程度開催し、報酬は出席１回当たり６,５００円とする。
　（選考方法等）
第９条　公募委員の選考は、選考委員会において、応募用紙の審査その他の方法に　より行う。
２　選考委員会は、健康福祉部長、同部次長、健康医療課長、同課長補佐をもって構成する。
　（補則）
第10条　この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
この要領は、令和８年６月１日から施行する。
